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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

二
千
二
十
五
年
日
本
国
際
博
覧
会
に
関
す
る
特
権
及
び
免
除
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
博
覧
会
国
際
事
務
局
と

の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
四
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

こ
の
協
定
は
、
我
が
国
と
博
覧
会
国
際
事
務
局
（
以
下
「
Ｂ
Ｉ
Ｅ
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
、
二
千
二
十
五
年
日
本
国
際
博

覧
会
（
以
下
「
博
覧
会
」
と
い
う
。
）
に
際
し
、
参
加
す
る
国
及
び
国
際
機
関
の
陳
列
区
域
代
表
事
務
所
、
Ｂ
Ｉ
Ｅ
等
が
享
有

す
る
特
権
及
び
免
除
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
二
〇
二
二
年
（
令
和
四
年
）
二
月
十
五
日
に
ド
バ
イ
で
署
名
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。

こ
の
協
定
は
、
前
文
、
本
文
十
七
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
日
本
国
政
府
は
、
自
国
の
法
令
に
従
い
、
陳
列
区
域
代
表
事
務
所
の
職
員
等
の
自
国
へ
の
入
国
及
び
自
国
に
お
け
る
滞
在

を
容
易
に
す
る
た
め
に
必
要
な
全
て
の
措
置
を
と
る
。
陳
列
区
域
代
表
事
務
所
の
職
員
等
の
博
覧
会
に
関
す
る
査
証
は
、
無

償
で
、
か
つ
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
発
給
さ
れ
る
。

二
、
日
本
国
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
を
有
し
な
い
法
人
で
あ
る
陳
列
区
域
代
表
事
務
所
及
び
Ｂ
Ｉ
Ｅ
は
、
博
覧
会
に
関
連

す
る
非
商
業
的
活
動
の
範
囲
内
で
、
事
実
上
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
使
用
料
に
す
ぎ
な
い
税
を
除
く
ほ
か
、
日
本
国
に
お
い
て
全



二

て
の
直
接
税
を
免
除
さ
れ
る
。

三
、
陳
列
区
域
代
表
事
務
所
は
、
当
該
陳
列
区
域
代
表
事
務
所
が
輸
入
す
る
物
品
に
関
し
、
博
覧
会
に
関
連
す
る
非
商
業
的
活

動
の
範
囲
内
で
、
日
本
国
の
法
令
に
従
い
、
関
税
を
免
除
さ
れ
る
。

四
、
博
覧
会
を
目
的
と
し
て
日
本
国
を
訪
問
す
る
陳
列
区
域
代
表
事
務
所
の
職
員
及
び
Ｂ
Ｉ
Ｅ
の
代
表
者
は
、
博
覧
会
に
関
連

す
る
非
商
業
的
活
動
の
た
め
に
日
本
国
に
お
い
て
行
う
勤
務
そ
の
他
の
活
動
に
つ
い
て
取
得
す
る
給
料
及
び
手
当
に
対
す
る

課
税
の
免
除
を
日
本
国
に
お
い
て
享
有
す
る
。

五
、
こ
の
協
定
は
、
日
本
国
政
府
及
び
Ｂ
Ｉ
Ｅ
が
こ
の
協
定
の
受
諾
を
通
告
す
る
公
文
を
交
換
し
た
日
の
後
三
十
日
目
の
日
に

効
力
を
生
じ
、
日
本
国
政
府
と
Ｂ
Ｉ
Ｅ
と
の
間
の
合
意
に
よ
り
終
了
し
な
い
限
り
、
博
覧
会
の
終
了
の
日
の
後
一
年
が
経
過

す
る
ま
で
の
間
効
力
を
有
す
る
。


